


設立趣意

当法人名に含まれる「インクルージョン」とは含み支え合うという意味である。
今までの活動経験を活かし、社会から排除を受けている人を再び社会にインクルージョンしていくための、

居住支援、生活支援等を通じて「地縁」「血縁」の回復や代替を果たし、
就労支援を通じて「社縁」を獲得できるよう広く活動を展開してゆきたいと考えている。

これを実現するためには、一層、組織の運営基盤を確立し、社会的な信用を得て、支援活動を広げていく必要がある。
そして活動を通じて１人でも多くの人が孤立した状態から脱却し、

ソーシャルインクルージョンの実現をはかるという使命を達成するためにも、特定非営利活動法人化は必須と考え、
ここに特定非営利活動法人インクルージョンセンター東京オレンヂを設立するものである。

「居住・生活・就労」支援の専門家集団として
適切な支援の提供を通じ、ソーシャルインクルージョンの実現に寄与する。



法人の経緯①

2006年

事業計画策定
板橋区立企業活性化センターの入所募集に応募し合格
生活困窮者のための不動産会社である株式会社東京スマ
イル設立

2007年

LLP東京オレンヂ設立
(株式会社東京スマイル NPO新宿ホームレス支援機構との協働)

2010年

板橋区コミュニティビジネス・コンテスト
審査員奨励賞 受賞
「高齢者の孤立をなくす 住み慣れた場所での地域生活の継続」
渋谷区宿泊所サポート 受託

2011年

NPO法人インクルージョンセンター東京オレンヂ 設立
渋谷区生活保護世帯パソコン教室 受託

2012年

本部を新宿区から
板橋区に移転
※現在は新宿区変更



法人の経緯②

2014年

板橋区居住安定化支援事業を受託
インクルネットNEXT（学習支援の自主事業）開始

2015年
生活困窮者自立支援法 開始
西多摩くらしの相談センターの運営を受託
豊島区で就労準備支援事業
国立市で就労支援事業

2016年

府中市ホームレス相談支援及び一時生活支援事業を受託
渋谷区ハウジングファースト事業を受託
西多摩福祉事務所 被保護者就労準備支援事業を受託
江戸川区生活保護法２９条調査業務を受託
国立市学習支援事業を受託
豊島区子ども・若者支援計画策定に係るヒアリング調査を受託
豊島区ひとり親世帯等の子どもに対する学習支援事業を受託

2017年
西多摩くらしの相談センターに一時生活支援事業が追加
羽村市学習支援事業
渋谷区金銭管理支援事業（被保護者）
府中市就労準備支援事業（生活困窮、被保護一体型）



法人の経緯③

2019年

渋谷区生活困窮者自立相談支援及び家計改善支援事業を受託
福生市生活困窮者自立相談支援事業を受託

2020年

府中市ひきこもり支援事業、子どもの学習・生活支援事業を受託
あきる野市就労準備支援事業を受託

2021年

豊島区生活困窮者自立支援 就労支援事業を追加受託
福生市就労支援事業（生活困窮、被保護一体型）、ひきこもり支援を追加受託
福生市就労準備支援事業、家計改善支援事業、アウトリーチ支援事業を追加受託

2022年

豊島区ひきこもり支援事業を追加受託
あきる野市自立相談支援事業、家計改善支援事業を追加受託
武蔵村山市就労支援事業受託
福生市難民支援受託
町田市就労準備支援事業受託
青梅市就労準備支援事業受託



2023年

2024年

法人の経緯④

八王子市自立相談訪問支援事業を受託

渋谷区被保護者及び生活困窮者就労準備支援事業を追加受託
あきる野市住宅確保要配慮者居住支援事業を追加委託
八王子市家計改善支援業務委託を追加受託
東京都より都営住宅を活用した若年・中年単身者の就労自立モデル構築事業を受託

2025年

渋谷区居住支援協議会 構成員へ
西多摩福祉事務所 住まいの総合相談支援
荒川区生活困窮者及び生活保護住まいの相談支援
八王子市生活困窮者住まいの総合相談支援



【本部及び事務所 所在地】
・本部 新宿区高田馬場二丁目
・練馬支部 練馬区高松二丁目
・渋谷支部 渋谷区代々木二丁目
・府中事務所 府中市宮西町二丁目
・町田事務所 町田市森野二丁目
・福生事務所 福生市本町
・西多摩支部（青梅事務所） 青梅市東青梅二丁目
・三多摩事業本部 八王子市明神町二丁目

【受託実績】
①東京都
②渋谷区
③豊島区
④江戸川区
⑤板橋区
⑥八王子市
⑦府中市役所
⑧福生市役所
⑨町田市役所
⑩武蔵村山市役所

居住支援

生活支援
家計改善

就労支援
就労準備

学習支援

2024年度12月時点 受託事業数

…

…

…

…

その他 …

6自治体＋2団体
11事業

5自治体
7事業

9自治体
12事業

3自治体
3事業

3自治体
4事業

⑪青梅市
⑫日野市
⑬あきる野市
⑭国立市
⑮羽村市



住まいはすべてのベースとなる。住宅ソーシャルワークが必要な時代へ

POINT1

理事⾧の三浦が代表を務める㈱東京スマイルは

POINT3

POINT2

「オレンヂネット」 年間75,000円（消費税含む）
・入居可能物件のあっせん、内見、契約同行 ・週2回の電話（システム）による安否確認による見守り
・身体の不調が疑われた場合に、弊社から利用者に電話し安否確認 ・賃貸契約中に、室内で孤立した際の原状回復工事、特殊清掃、残置
物の処分の発注等の連絡調整及びそれらの実費負担（合計50万円まで）
・死後事務（賃貸契約の解約、残置物の処理）の受任 等



福祉関連の専門資格を持つスタッフによる生活サポートを提供

POINT1

POINT2



就労準備及び生活問題解決、社会参加の実現

POINT1

POINT2



貧困世帯の学習支援、家庭訪問を通じて負の連鎖を断つ

POINT1

POINT2


